
ダイワファンドラップに係る取引報告書等の電磁的方法による交付に係る取扱規定 新旧対照表 
（下線部分改正） 

現行 改正 
第９条 電子交付の方法の変更 

１．当社は、お客様に予め通知することなく、法令

に反しない範囲で電子交付の方法を変更するこ

とがあります。 
２．        （略） 

 
第１４条 規定の変更 
この規定は、法令の変更、監督官庁の指示、又は当

社が必要と認めた場合には、お客様に通知することな

く変更されることがあります。 
 

第９条 電子交付の方法の変更 
１．当社は、法令に反しない範囲で電子交付の方法

を第１４条に従って変更することがあります。 
 

２．      （現行どおり） 
 
第１４条 規定の変更 
この規定は、法令の変更、日本証券業協会、金融商

品取引所の諸規則及びガイドライン等の変更並びに

監督官庁の指示その他の事由により当社が必要又は

適切と認めたときは、民法第５４８条の４の規定に基

づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変

更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発

生時期が到来するまでに店頭表示、当社ホームページ

等への掲載、又はその他相当の方法により周知しま

す。 
 

附 則 
１．この規定は、平成２１年１月５日より適用され

ます。 

附 則 
１．この規定は、２０２１年８月２日より適用され

ます。 

 


